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●荒天・熱中症対策等で未使用の場合はメールフォーム等で3営業日以内に必ず連絡願います。

R8.3-

管理棟会議室
　要

［ﾃﾆｽｺｰﾄ］

南那須弓道場

緑地運動公園

スポーツ健康館

市武道館

野球場

多目的競技場（軟式野球場） 多目的競技場（ソフトボール場） 放送棟要
ﾅｲﾀｰ６ｹﾀ番号

要
ﾅｲﾀｰ６ｹﾀ番号

那須烏山市　［公民館・烏山中央公園・運動施設］　使用許可申請書

要

大桶運動公園

要

要

要

剣道場 柔道場 会議室［付帯］ 要

不要

不要

ゲートボール場 北側広場 不要

会議室（1F） 大ホール（2F）

観覧広場（管理棟北） 修景池 修景広場（池東側）

要

●関係条例の規定を守り、違反した場合は、条例の処分に従います。
●納入期限以内に料金を支払わない場合は、利用停止の処分に従います。

要/ﾅｲﾀｰ別途

利用目的
（種目・行事等）

利用人数

代表者名

（　　　）

（　　　）

休日・夜間のみ　
ｶｷﾞ要

公
民
館

要

休日・夜間のみ
ｶｷﾞ要

1F

和室会議室

カギ●予約後であっても、市の事業や利用制限等で利用できない場合がありますのでご了承ください。

利用日時 

●3か月前～予約可　
●24H表記　
●１か月ごとに申請

（　　　）

203会議室

調理室

202会議室201会議室

302会議室 音楽室

烏山中央公園グラウンド

クレイ東 クレイ西

多目的競技場　東 多目的競技場　西

向田体育館野上体育館七合体育館

那須烏山市教育委員会教育長　様　公民館を利用したいので、公民館設置､管理及び使用料条例施行規則第5条第1項の規定により、次のとおり申請します。

那須烏山市長様　烏山中央公園内を使用したいので、那須烏山市民公園設置、管理及び使用料条例施行規則第２条第１項の規定により、次のとおり申請します。

那須烏山市教育委員会教育長　様　運動施設を利用したいので、那須烏山市運動施設設置､管理及び使用料条例施行規則第３条第１項の規定により、次のとおり申請します。

利用団体名利用者番号

烏山
公民館

烏山南
公民館

南那須
公民館

101会議室 102会議室

104会議室 調理室

103会議室

和室会議室

研修室

（　　　）

（　　　）

電話番号

研修室

調理室多目的室第一会議室

南那須弓道場

運
動
施
設
　
※
学
校
開
放
は
別
様
式

南那須運動場

いきいき交流館

要

野球場　東側

愛宕台運動場

ハード西

野球場　西側

愛宕台運動場

烏山野球場 不要

［ﾃﾆｽｺｰﾄ］ ハード東

体育館　

烏山運動公園 ﾅｲﾀｰのみ要

ゲートボール広場 野球場北側芝生

いきいき交流館

多目的倉庫
要多目的競技場（大会等の用途のみ利用可能）

野球場 管理棟会議室

生涯学習課　施設Ｇ　TEL　0287-88-6223    FAX　0287-88-2027

📨　shohgaigakushu@city.nasukarasuyama.lg.jp

●利用者都合によるキャンセルは利用日の3日前までです。それを過ぎたキャンセル及び未連絡については料金を徴収します。

運動施設
　一般　　　　・　スポ少［全額］　・　65歳以上［全額］　・　小・中・高校［全額］　・　高校生以下［2/3減額］
市外［2倍］　・　営利［5倍］　　　・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

備 考

円

事
務
処
理
欄 　　　　　　　　円×　　　　　時間×　　　　　日　　

公民館 　一般　　・　65歳以上［全額］　・　地域団体［全額］　・　市外［2倍］　・　営利［2倍］　・　その他（　　　　　　　　　）

使用料

許可書 納付書 カギ貸出 管理人連絡審査

キャンセル連絡

フォーム


